
 

 

休 会 届 

 

申請年月日    年  月  日 

 

特定非営利活動法人 

日本トレーニング指導者協会 

理事長 殿 

 

下記の理由により日本トレーニング指導者協会を休会致したく、ここに申請いたします。 

 

休会期間 
西暦      年   月    ～      年   月 

※6ヶ月以上 3 年以内 

ふりがな 
 

性 別 男 ・ 女 

氏 名                                 印  

生年月日 西暦      年   月   日 

年 齢             歳 

会員番号  有効期限 西暦      年    月  

連絡先 

（休会中） 

〒 

 

 

TEL：               E-mail： 

休会事由 

 

現在の 

保有資格 

※該当する資格に✓を付けてください 

□トレーニング指導者       □上級トレーニング指導者   

□特別上級トレーニング指導者   □保有資格なし 

資格有効期間：西暦      年   月 ～      年   月 

 

※必ず押印の上、ご郵送ください（メール・FAX 送信は不可） 

※復会の際には復会届のご提出ならびに年会費のご入金が必要となります 

※休会期間中は機関誌やその他協会からの情報発信等の会員メリットが停止され会費も発生いた

しません。また、認定資格も停止し、継続単位の取得や資格更新も行うことはできません。 

※保有資格の有効期限は、休会期間にかかわらず変更いたしません 

 なお、休会と同時に保有資格は停止され、資格保有者として活動することはできなくなります 

※休会期間は 6 ヶ月以上 3 年以内といたします 



 

 

復 会 届 

 

申請年月日    年  月  日 

特定非営利活動法人 

日本トレーニング指導者協会 

理事長 殿 

 

休会期間終了のため、日本トレーニング指導者協会への復会を申請いたします。 

 

休会期限 
西暦 

       年   月まで休会中 
復会希望月 

西暦 

     年   月 

ふりがな 
 

性 別 男 ・ 女 

氏 名                                 印  生年月日 

西暦  

    年    月   日 

会員番号  

連絡先 

 〒 

 

 

 TEL：               E-mail： 

年会費 

振込日 
       年     月   日 付 振込済み 

 

※必ず押印の上、ご郵送ください（メール・FAX 送信は不可） 

※本紙と年会費のご入金確認後に、復会・保有資格の有効化が行われます 

 

●復会手続き 

 本紙に年会費の振込を行った証明書（利用明細の写し等）を添えてご郵送ください 

 

復会時年会費・振込先 

 年会費：税込 11,000 円（10,000 円＋消費税） ※復会申請時の税込金額が必要です 

     みずほ銀行 九段支店（532） 普通   

     口座番号：1282948 

     口座名義：トクヒ）ニホントレーニングシドウシヤキヨウカイ 

     

 振込時には振込依頼人名を「氏名＋会員番号」としてお振込みください 



 

 

退 会 届 

 

申請年月日     年  月  日 

特定非営利活動法人 

日本トレーニング指導者協会 理事長 殿 

 

下記理由により日本トレーニング指導者協会を退会致したく、ここに申請いたします。 

 

ふりがな 
 

性 別 男  ・  女 

氏 名                                  印 生年月日 西暦      年   月   日 

会員番号  

連絡先 

〒 

 

 

TEL：               E-mail： 

退会事由 

 

現在の 

保有資格 

※該当する資格に✓を付けてください 

□トレーニング指導者       □上級トレーニング指導者   

□特別上級トレーニング指導者   □保有資格なし 

＜本紙受理と同時に資格も失効します＞  

 

※必ず押印の上、ご郵送ください（メール・FAX 送信は不可） 

※会員有効期間内の方は、マイページ内で同手続きが可能です 

 

【注意事項】 

本紙提出をもって下記事項に同意したものとみなされます 

・有効期限に関わらず会員情報、資格の取得履歴、継続単位などすべての登録データが削除されます。手続

き後に退会を取り消すことはできません。 

・認定資格を取得済みの場合、退会と同時に失効します。また、退会後に過去の資格取得状況等を照会する

ことはできません。資格を再取得される際には、再入会した上で JATI-ATI 認定試験の再受験が必要です 

・退会後に資格保有者として活動を続けた場合、虚偽記載や経歴詐称となる場合があります（退会後は JATI

認定資格を保有資格として経歴等に記載することはできません） 

・団体保険に加入中の場合、退会に伴い保険は解約となります 

・本紙受理日によっては翌年の年会費の口座振替を停止できない場合がございます。その場合には振替完了 

 確認後、翌月末までに返金いたします（返金手数料 500 円） 


